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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月28日(2018.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　一方、上部電極１７ｂは、例えばその端部ｅ１が、酸化物半導体層１５の一部に重なる
ように成形される。このとき、上部電極１７ｂは、その端部ｅ１が絶縁膜１６ｂの端部ｅ
２よりも張り出して形成される（端部ｅ２が端部ｅ１よりも後退した位置に形成される）
ように加工される。また、加工条件により、端部ｅ１のエッジ形状（側面の形状）および
幅等を調整することで、上述のように、低抵抗領域１５ｂのオーバーラップ領域１５ｂ１
の幅Ｄを制御することも可能である。尚、図９等の図面では、上部電極１７ｂの端部ｅ１
のエッジ（側面）は、基板面に対して垂直な面としているが、傾斜面であってもよい。
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